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一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
は

合
計
約
３
億
７
６
９
３
万
円

　　

町
に
は
、
一
般
会
計
と
は
別
に

そ
れ
ぞ
れ
運
営
さ
れ
て
い
る
７
つ

の
特
別
会
計
が
あ
り
ま
す
。
平
成

　

年
度
の
決
算
状
況
は
下
の
表
の

２０と
お
り
で
す
。

　

よ
く
新
聞
な
ど
で
公
表
さ
れ
て

い
る
の
は
一
般
会
計
で
あ
り
、
こ

の
特
別
会
計
は
あ
ま
り
表
に
出
ま

せ
ん
。

　

し
か
し
、
一
般
会
計
を
圧
迫
し

て
い
る
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
こ
の

特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
が
あ
り
ま

す
。

　

平
成　

年
度
で
は
、
７
つ
の
特

２０

別
会
計
へ
、
合
計
約
３
億
７
６
９

３
万
円
を
一
般
会
計
か
ら
繰
出
し

て
い
ま
す
。

　

７
つ
の
会
計
へ
の
繰
出
金
に
も
、

国
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

医
療
費
に
か
か
る
介
護
保
険
特
別

会
計
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
特

別
会
計
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
な
ど
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
る
保

険
料
と
国
や
県
な
ど
の
補
助
金
、

法
で
定
め
ら
れ
た
町
の
繰
出
金
で

 
賄 
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
か
な

　

し
か
し
、
医
療
費
が
多
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
町
の
負
担
額
も
増
え
、

一
般
会
計
か
ら
特
別
会
計
に
繰
り

出
す
お
金
も
増
え
る
仕
組
み
で
あ

り
、
介
護
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
は

年
々
増
え
て
い
ま
す
。

上
・
下
水
道
設
備
の

借
金
返
済
に
も
繰
出
し
を

　　

ま
た
、
簡
易
水
道
特
別
会
計
、

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
、
農

業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
は
、

利
用
者
の
使
用
料
と
、
決
め
ら
れ

た
一
般
会
計
か
ら
の
繰
出
金
で
運

営
し
て
い
く
の
が
本
来
で
す
が
、

下
水
道
や
水
道
を
整
備
す
る
際
に

借
金
を
し
て
お
り
、
現
在
償
還
が

ピ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ

れ
だ
け
で
は
赤
字
に
な
る
た
め
、

一
般
会
計
が
赤
字
部
分
を
補
て
ん

し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

広報ひの ２００９年１０月号

平成２０年度特別会計決算の状況
（単位：千円）

歳入歳出
差引額歳出決算歳入決算会      計      名

１５,４６１３８８,８６５４０４,３２６国民健康保険

 
特   
別   
会   
計 

０９１,２２９９１,２２９老人保健

１８,０４３５８１,７８９５９９,８３２介護保険

０５２,８８２５２,８８２後期高齢者医療保険

０１０７,１７８１０７,１７８簡易水道

０１４１,４６６１４１,４６６公共下水道事業

０６９,９８８６９,９８８農業集落排水事業

平成２０年度一般会計歳出決算性質別集計表（単位：千円、△は減）

対前年度比（㌫）比較増減平成１９年度決算額平成２０度決算額科目

△４.４６△２４,７６６人件費

４.８６１１,０１５物件費

７.８４１,１８５維持補修費

△２.６１△３,６７７扶助費

２０.８８１２６,９４３補助費

５０.６９２２,５２４普通建設事業費

△１００.００△４２,７１０災害復旧事業費

△５８.６８△９８８,１８９公債費

２,６５７.５８１１８,５２８積立金

△２１.８３△８,０７１貸付金

０.０６２４０繰出金

△１００.００△２５,９０２前年度繰上充用金

△２１.６１△８１２,８８０計

※平成１９年度公債費は、県貸付金の借り換えを行ったために大幅に増えていた
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４
つ
の
指
標
で
判
断

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
（
財
政
健
全
化

法
）」
に
よ
り
、
財
政
健
全
化
に
つ

い
て
の
４
つ
の
指
標
（
実
質
赤
字

比
率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実

質
公
債
費
比
率
、
将
来
負
担
比

率
）
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
４
指
標
の
う
ち
、
１
つ
で

も
国
が
定
め
た
基
準
を
超
え
た
自

治
体
は
、「
財
政
再
生
団
体
」
ま
た

は
「
財
政
健
全
化
団
体
」
と
な
り

ま
す
。

　

日
野
町
は
、
実
質
公
債
費
比
率

（
平
成　

・　

・　

年
度
決
算
の

１８

１９

２０

３
か
年
平
均
）
が　

・
２
％
と
な

３０

り
、
国
の
早
期
健
全
化
基
準
の　
２５

％
を
超
え
て
い
る
た
め
、「
財
政

健
全
化
団
体
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

財
政
健
全
化
団
体
に
な
る
と
、

個
別
外
部
監
査
を
受
け
る
こ
と
や
、

財
政
健
全
化
計
画
の
作
成
・
提
出

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
が
、
特
に

国
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
実
質
公
債
費
比
率
が

高
い
の
か

　

一
つ
目
の
要
因
は
、
鳥
取
県
西

部
地
震
で
す
。
地
震
の
際
に
住
宅

支
援
や
公
共
施
設
の
災
害
復
旧
な

ど
に
借
金
を
し
た
た
め
、
公
債
費

の
残
高
が
多
い
こ
と
が
原
因
し
て

い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
道
路
や
水
道
・
下

水
道
な
ど
、
過
去
に
多
く
の
公
共

事
業
を
行
っ
た
た
め
で
す
。
平
成

　

年
を
ピ
ー
ク
に
毎
年
返
す
償
還

１８額
は
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
や
は

り
公
債
費
の
残
高
が
多
い
こ
と
に

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

三
つ
目
は
標
準
財
政
規
模
が
低

い
た
め
で
す
。

　

標
準
財
政
規
模
は
、
簡
単
に
言

う
と
人
口
や
面
積
、
そ
の
ほ
か
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
か
ら
数
値
化
さ
れ

る
も
の
で
す
。
日
野
町
の
場
合
、

同
じ
規
模
の
町
村
に
比
べ
て
こ
の

数
値
が
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
に
は
そ
れ
以
上
の
借
金
を
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
実
質
公
債
費

比
率
の
算
定
に
こ
の
標
準
財
政
規

模
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
、
比
率

を
高
く
し
て
い
る
こ
と
の
要
因
の

ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

今
後
の
見
通
し
は

　

幸
い
日
野
町
は
公
債
費
（
特
別

会
計
を
含
む
）
の
償
還
の
ピ
ー
ク

が
過
ぎ
、
今
後
は
実
質
公
債
費
比

率
も
年
々
下
が
る
見
込
み
で
、
平

成　

・　

年
度
ご
ろ
に
は
、
国
の

２４

２５

早
期
健
全
化
基
準
で
あ
る　

％
を

２５

下
回
る
見
込
み
で
す
。

　

た
だ
し
、
標
準
財
政
規
模
に
含

ま
れ
る
地
方
交
付
税
が
、
推
計
以

上
に
引
き
下
げ
ら
れ
れ
ば
早
期
健

全
化
基
準
を
下
回
る
年
度
も
遅
く

な
り
ま
す
。

　

報
道
で
は
、
よ
く
、
国
に
対
し

て
地
方
交
付
税
を
こ
れ
以
上
引
き

下
げ
な
い
よ
う
、
都
道
府
県
知
事

や
各
市
町
村
の
首
長
が
要
請
し
た

と
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
過
疎
・
高
齢
化
が
進
ん
で
い

る
地
域
ほ
ど
税
収
入
な
ど
の
自
主

財
源
が
少
な
い
た
め
地
方
交
付
税

に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
引
き
下
げ

ら
れ
れ
ば
行
政
運
営
が
行
き
詰
る

だ
け
で
な
く
、
財
政
指
標
に
も
影

響
し
て
く
る
か
ら
で
す
。

広報ひの ２００９年１０月号

実
質
公
債
費
比
率
は　

･
２
％

３０

日野町の財政４指標の数値（平成２０年度決算）

日野町の数値早期健全化基準財政再生基準

３０.２％２５％以上３５％以上実質公債費比率

－１５％以上２０％以上実質赤字比率

－２０％以上４０％以上連結実質赤字比率

１９６.３％３５０％以上将来負担比率

①実質公債費比率＝借金返済額の大きさを指標化したもの
②実質赤字比率＝町の一般会計の赤字の程度を指標化したもの（黒
字決算の場合は生じません）
③連結実質赤字比率＝一般会計のほか、公営企業会計（公共下水道
､ 簡易水道）やその他の特別会計など、全ての会計の赤字 ･黒字を
合算し、全体としての赤字の程度を指標化したもの（黒字決算の場
合は生じません）
④実質公債費比率＝町の借金や､将来払う可能性がある負担の現在
残高を指標化したもの

平成２０年度末の公債費（借金）残高
（単位：千円）

４,３３８,８２３一般会計

９６９,５１２簡易水道特別会計

１,０３０,５７９
公共下水道事業

特別会計

５８２,２８８
農業集落排水事業

特別会計

６,９２１,２０２計


